
泉佐野市木造住宅除却工事補助金交付要綱 

（目的） 

第1条 この要綱は、本市に存する木造住宅（国及び地方公共団体が所有する建築物は除く。以下

同じ。）の除却工事を行う所有者に対し、予算の範囲内において泉佐野市木造住宅除却工事補助金

（以下「補助金」という。）を交付することにより、市域の耐震性の不足している木造住宅の建替

えを促進し、もって地震による市内の人的・経済的な被害の軽減を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 木造住宅 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第２条第１項に

規定する建築物のうち木造のもので、かつ一戸建ての住宅、長屋住宅及び共同住宅に該当す

るもの（当該木造住宅が店舗その他これに類するものの用途を兼ねる場合にあっては当該用

途に該当する部分の床面積が延べ床面積の２分の１未満であるものに限る。）をいう。 

（２） 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）第４条第２

項第３号に規定する技術上の指針に基づき、耐震診断技術者が木造住宅の耐震性について判

定するものであって、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方

法」に定める「一般診断方法」又は「精密診断法（時刻暦応答計算による方法を除く。以下

同じ。）」をいう。 

（３） 耐震診断技術者 次のいずれかに該当する技術者をいう。 

ア 一般社団法人日本建築防災協会主催「木造耐震診断資格者講習」を受講し、「受講修了証明書」

の交付を受けた者であり、建築士法第２条第１項に規定する建築士 

イ 一般社団法人日本建築防災協会主催「木造住宅の耐震改修技術者講習会」を受講し、「耐震改

修技術者講習会受講修了証」の交付を受けた者であり、建築士法第２条第１項に規定する建築

士 

ウ 公益社団法人大阪府建築士会主催既存木造住宅の耐震診断・改修講習会を受講しかつ受講修

了者名簿に登録されている者 

エ 平成２６年７月１４日国住指第９６０号において国土交通省住宅局長より通知された技術的

助言で示された講習会の受講修了者であり、建築士法第２条第１項に規定する建築士 

（４） 耐震診断結果 耐震診断の判定方法である「一般診断法」又は「精密診断法」による総合

評価における上部構造評点をいう。 

（５） 簡易診断方法 「誰でもできるわが家の耐震診断」（国土交通省住宅局監修・財団法人日本

建築防災協会編集）に基づく診断及び空き家再生事業等における外観目視による住宅の不良

度測定の手引き、表２「住宅の不良度測定基準（木造住宅等）」（国土交通省住宅局）による

判定をいう。 

（６） 除却工事 除却工事施工者により耐震性が不足する木造住宅を全て除却する工事をいう。 

（７） 除却工事施工者 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の許可を受けてい

る者又は建設工事に係る資材の再資源化に関する法律（平成１２年法律第１０４号）第２１

条第１項の登録を受けた解体業者をいう。 



（８） 空家 概ね1年以上、建築物の使用実績が無い状態のものをいう。 

 

（補助対象建築物） 

第３条 補助の対象となる木造住宅（以下「補助対象建築物」という。）は、次の各号のいずれにも

該当するものとする。ただし、泉佐野市木造住宅耐震改修補助金交付要綱における補助金を受け

たもの又は賃貸住宅は対象外とする。 

（１） 昭和５６年５月３１日以前に建築基準法第６条第１項に規定する確認を受けて建築された

もの。 

（２） 現に居住しているもの又は居住しようとするもの 

（３） 耐震診断結果の数値が１．０未満であるもののほか、簡易診断による場合で、「誰でもでき

るわが家の耐震診断」に基づく診断にあっては評点が７点以下のもの、「住宅の不良度測定

基準（木造住宅等）」に基づく判定にあっては評点が１００点以上のもの。 

２ 補助対象建築物の所有者と占有者又は土地所有者が異なる場合は、当該建築物の除却工事を行

うことについて、当該利害関係者との協議等が整っていなければならない。 

 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者は、前条に規定する補助対象建築物を所有する個人

であって、補助金の交付申請時の直近の課税所得金額が５，０７０，０００円未満であること。

ただし、当該補助対象住宅の固定資産税及び都市計画税に滞納がある場合は除く。 

 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の対象経費は、木造住宅の除却工事に要する費用（建築物の解体、運搬及び処分、

騒音対策等に要する費用を含む。）とする。 

 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、８００，０００円（長屋住宅又は共同住宅にあっては、１棟当たり     

８００,０００円として算出した金額。なお、木造住宅の除却工事に要する費用が       

８００,０００円未満の場合は、その金額（１,０００円未満の端数があるときは、これを切り捨

てた金額）とする。 

２ 除却する木造住宅が空家である場合の補助金の限度額は、前項の金額に５００，０００円を加

算した金額とする。なお、空家住宅の除却工事に要する費用が１，３００,０００円未満の場合は、

その金額（１,０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額）とする。 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下、「補助申請者」という。）は、除却工事を実施す

る前に、木造住宅除却工事補助金交付申請書（様式第1号）に次に掲げる書類を添えて、市長に

提出しなければならない。 

（１） 法第６条第４項に規定する補助対象建築物の確認済証の写し 

（２） 前号の書類がない場合は、建築確認年月日又は工事完了年月日が確認又は推測できるもの 

（３） 建物現況図（付近見取図・配置図・平面図） 

（４） 補助対象物の耐震診断報告書（簡易耐震診断を行った場合を除く。） 



（５） 耐震診断技術者であることを証する書類（簡易耐震診断を行った場合を除く。） 

（６） 除却工事見積り明細書 

（７） 補助対象建築物の所有者が確認できるもの 

（８） 補助対象建築物の所有者の直近の所得証明書及び市税に未納のない証明書 

（９） 補助対象建築物の所有者と占有者（居住者）又は土地所有者が異なる場合、補助対象建築

物が共有である場合は、それらの利害関係者が除却工事を行うことに同意等をしていること

が確認できる書類 

（10） 補助対象建築物の所有者が複数あるときは、補助申請者以外の当該建築物の所有者の除却

工事に係る同意書 

（11） 除却工事工程表 

（12） 現況写真（建物全体、隣地の状況がわかるもの） 

（13） 代理者が申請する場合は委任状 

（14） 補助対象建築物が空家である場合は、1年以上、水道の使用実績がない事がわかるもの 

（15） その他市長が必要と認める書類 

 

（補助金の交付決定及び通知） 

第８条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、

補助金の交付を決定し、木造住宅除却工事補助金交付決定通知書（様式第２号）により当該補助

申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、当該補助金の交付について条件を付

けることができる。 

２ 市長は、前項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、木造住宅除

却工事補助金を交付しない旨の通知書（様式第３号）により当該補助申請者に通知するものとす

る。 

 

（除却工事の着手） 

第９条 補助申請者は当該通知書を受け取った日から概ね３０日以内に除却工事に着手するものと

し、着手したときは直ちに木造住宅除却工事着手届（様式第４号）に除却工事の請負契約書の写

しを添えて市長に提出しなければならない。 

 

（除却工事の変更及び中止） 

第１０条 補助申請者は、第７条に規定する補助金の交付申請の内容を変更しようとするときは、

木造住宅除却工事補助金交付変更申請書（様式第５号）に市長が別に定める必要書類を添えて市

長に申請し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の額に変更が生じ

ない場合は、木造住宅除却工事変更届（様式第６号）に市長が別に定める必要書類を添えて市長

に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による変更の申請があった場合において、内容を審査し、適当と認めると

きは補助申請者に対し木造住宅除却工事補助金交付変更決定通知書（様式第７号）により承認を

行うものとする。その場合において、必要と認めるときは補助金の額その他補助金の交付決定に

係る内容等を変更することができる。 

３ 補助申請者前項の規定により、補助金の交付変更決定の通知を受けたときは、速やかに除却工



事の工事業者と契約し、当該変更契約書の写しを市長に提出しなければならない。 

４ 補助申請者は、除却工事を中止しようとするときは、あらかじめ木造住宅除却工事中止届（様 

式第８号）を市長に提出しなければならない。この場合において、それまでに要した経費は、補

助申請者の負担とする。 

５ 前項に規定する取下げがあったときは、第８条の補助金交付の決定は、取り消されたものとみ

なす。 

 

（完了報告） 

第１１条 補助申請者は、除却工事完了後、木造住宅除却工事報告書（様式第９号）に次に掲げる

書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（１） 除却工事写真 

（２） 除却工事費領収書の写し 

（３） 除却工事費の明細書 

（４） その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による工事完了報告は、除却工事の完了した日から起算して３０日を経過した日又

は補助金の交付申請にかかる会計年度の３月１５日のいずれか早い日までに市長に報告しなけれ

ばならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、前条の規定により工事完了の報告を受理したときは、当該報告書等の内容を審

査し、除却工事が適正に行われたと認めるときは、補助金の額を確定し木造住宅除却工事補助金

交付額確定通知書（様式第１０号）により、速やかに補助申請者に通知するものとする。 

 

（補助金の請求） 

第１３条 補助申請者は、前条の規定による補助金の交付額確定の通知を受けたときは、木造住宅

除却工事補助金交付請求書（様式第１１条）により、市長に補助金の交付を請求するものとする。 

 

（補助金の交付） 

第１４条 市長は、前条の規定による補助金の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認 

めるときは、当該請求者に対し補助金を交付するものとする。 

 

（決定の取消し） 

第１５条 市長は、補助申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付  

の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。 

（２） 補助金を交付の目的以外に使用したとき。 

（３） 補助金の交付決定の条件に違反したとき。 

（４） この要綱の規定又はこれに基づく指示に違反したとき。 

（５） 前各号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当と認めるとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、木造住宅除却工事補助金交



付決定取消通知書（様式第１２号）により補助申請者に通知するものとする。 

                                                         

（補助金の返還） 

第１６条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助申請者に

当該取り消しに係る補助金を既に交付しているときは、木造住宅除却補助金返還命令書（様式  

第１３号）により、期限を定めてその返還を命じるものとする。 

 

（補助申請者に対する指導） 

第１７条 市長は、補助事業の適正かつ円滑な執行を図るため、必要があると認める場合、補助申

請者に対し、報告を求め、必要な指導及び助言をすることができる。 

 

（書類の保存） 

第１８条 補助申請者は、補助金に係る収支の状況を明らかにした帳簿及び書類を整備し、かつ、

これらの帳簿及び書類を補助金の交付決定を行った年度の翌年度から起算して、５年間保管しな

ければならない。 

 

（その他） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 


